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１． 目的・概要  

（１）背景・目的 

世界各国においてカーボンニュートラルの実現に向けた動きが加速し、GX

（グリーントランスフォーメーション）関連投資も急速に拡大している。我が

国においても、2020年 10月 2050年カーボンニュートラル宣言、2021年 4月に

2030年度温室効果ガス排出量 46％削減目標を掲げ、これまで、グリーン成長戦

略等を策定し、今後の進むべき方向性を示すとともに、直近では、「クリーン

エネルギー戦略」検討会合、GX実行会議等において、GXを実現するために必要

となる政策や、政策的支援の考え方に関する議論が進められてきた。特に、令

和５年２月に閣議決定された「GX 実現に向けた基本方針」においては、これら

の国際公約達成と産業競争力強化・経済成長の同時実現に向けて、今後 10年間

で官民あわせて 150兆円超の GX関連投資を達成するために、国として長期・複

数年度にわたり規制・制度と一体となった投資促進策を講じ、民間事業者の予

見可能性を高める観点から政府は、新たに「GX経済移行債」を財源とするGX支

援対策費 1を新設し、これを活用することで 20 兆円規模の先行投資促進策を実

行することとしている。 

GXの実現には、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指す中で、産業競

争力の強化、経済成長・発展が必要不可欠である。今後の Green House 

Gas(GHG)削減 2目標の達成や将来産業の創出に向けては既存技術の導入だけで

はなく新規技術の創出が不可欠である。また、そうした技術を継続的に生み出

すためには、産業界における技術開発や実証と並行してアカデミアにおける研

究開発と人材育成への支援、企業とアカデミアの真の連携による社会実装が求

められる 3。 
現在、カーボンニュートラル実現に向けて、エネルギー・産業部門の構造転

換や、大胆な投資によるイノベーションを大幅に加速するため、経済産業省に

おいて、令和２年度第３次補正予算により造成された「グリーンイノベーショ

ン基金事業」等を通じて、主に企業を対象に、革新的技術の研究開発・実証か

ら社会実装までを支援している。これに加えて、大学等のアカデミアを中心と

した将来の技術シーズ創出や人材輩出に向けた取組を強化するため、文部科学

省は、令和４年度第２次補正予算により国立研究開発法人科学技術振興機構

（以下「JST」という。）に「革新的 GX 技術創出事業（GteX）」推進のための基

金を造成し、研究成果の社会実装のための民間投資促進も見据え、大学等にお

 
1 本事業も GX支援対策費として整理されている。 
2  GX 支援対策費では「エネルギー及び原材料起源の CO2」を対象とする。 
3 「クリーンエネルギー戦略 中間整理」等においても、企業等における研究開発投資と

ともに、飛躍的に成長を遂げる分野においてその基盤となる大学等の研究開発支援を強化

し、両者が緊密な連携・協動を行うことを検討することとしている。 
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ける関連分野の基盤研究や人材育成に対する支援を行う。 

 

（２）事業概要 

本事業は、我が国のアカデミアの基礎研究力の高いポテンシャルと蓄積を最

大限活用し、大学・国研等における研究開発及び人材育成を支援することによ

り、革新的な技術シーズの創出や人材輩出の観点から GXの実現への貢献を目指

すものである。GX の実現につながる革新的技術を創出するためには、単に要素

技術の基礎研究のみならず、研究の縦割りを打破し、例えば、材料開発やエン

ジニアリング、評価・分析、データ運用・解析等、様々な研究室・研究者が集

結し、挑戦的かつ具体的な研究開発の目標達成に向けて「チーム」として一気

通貫で統合的に研究開発を行う体制の構築が不可欠である。 

したがって、本事業では、「GX 実現に向けた基本方針」において、今後 10 年

を見据えた対応方針が示されている中で、日本のアカデミアの将来的な貢献が

特に期待できる領域として「蓄電池」「水素」「バイオものづくり」を設定し、

大学等のトップレベルの研究者がオールジャパンの統合的な「チーム型 4」で

行う研究開発を支援する。領域設定については、「GX 実現に向けた基本方針」

等の改定や産業動向、研究開発動向、企業の投資意欲等を踏まえて必要に応じ

て見直しを行う。  

また、本事業では、基礎研究の成果を挙げることにとどまらず、社会実装に

向けた技術成熟度（TRL5）の向上や、そのための基盤となる人材の輩出、国内

外のアカデミアの研究者のネットワークや研究環境の強化が強く求められるこ

とを勘案し、各領域ごとに、以下に掲げる＜インパクト＞への貢献につながる、

定量的なものを含む＜アウトカム目標＞及び＜アウトプット目標＞を設定する。 

 

＜インパクト＞ 

・2050 年カーボンニュートラルの達成（研究成果による今後の排出削減への貢

献） 

・新産業の創出（研究成果による今後の獲得市場ポテンシャル） 

・今後 10年間における 150兆円超の GX投資への貢献 

・GXの国際的潮流の中で我が国がイニシアティブを発揮 

 

JST は、本基本方針及び研究開発方針等を踏まえ、研究開発計画を策定し、

公募・審査等を行う。また、これらの目標を達成するために、JST は、必要な

 
4 各領域における「チーム」のイメージについては、本基本方針「３．事業実施体制」及

び研究開発方針において記載。 
5 Technology Readiness Level: IEA（International Energy Agency）の基準に準拠。 
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運営体制・制度を導入するとともに、事業の進捗管理等を行う 6。その上で、

毎事業年度、文部科学省へ当該事業に係る業務に関する報告を行う 7。 

 アカデミアの基礎・基盤研究から企業等における技術開発・実証・社会実装

までをシームレスにつなぐためには、アカデミアにおける研究を進める上で、

産業界における具体的な技術課題を抽出・反映し、産業界におけるアカデミア

の研究成果の早期の展開等、産学の相互連携を深化させていくことが重要であ

る。そのため、文部科学省と経済産業省との政策連携や、JST と国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）との事業

連携等を促進する。 

  

 
6 事業の進捗管理の責任者となる PD/PO の役割等について「２．事業実施方法」に記載。 
7 科学技術イノベーション活性化法第二十七条の三において、「資金配分機関は、毎事業年

度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務

大臣に提出しなければならない。」「主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、こ

れに意見を付けて、国会に報告しなければならない。」とされている。 
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２．事業実施方法 
（１）プロセス 

 本事業は以下のプロセス等を経て実施する。 

①  基本方針・研究開発方針の策定 

・ 革新的 GX技術開発小委員会において基本方針・研究開発方針を審議。 

・ 小委員会の審議を踏まえ、文部科学省が基本方針、研究開発方針を策

定。 

②  研究開発計画の策定 

・ 基本方針・研究開発方針や革新的 GX技術開発小委員会の助言等を踏ま

え、JST が本事業の具体的な目標や研究開発課題、実施体制を定めた

研究開発計画を策定。 

③  研究開発の実施 

・ JST は事業運営体制を構築するとともに、研究開発計画に基づき、全

国の大学・国立研究開発法人等に対して公募を実施。 

・ JSTは外部有識者による会議体を設置し、審査・採択を実施。 

・ JSTは研究開発の進捗状況、知的財産の取り扱い等について管理。 

・ JSTは毎年度、事業の進捗について文部科学省に報告する。 

④  研究開発の評価 

・ JST は各研究課題の進捗状況等を評価するステージゲート評価を実施。 

・ JST は研究実施者からの報告等を踏まえ、監督・指導・助言。必要に

応じて実施内容の継続、中止、加速、強化等を判断する。 

⑤  基本方針・研究開発方針、研究開発計画の見直し 

・ 文部科学省は、産業動向や研究開発の進捗状況等を踏まえ、必要があ

る場合には、革新的GX技術開発小委員会の審議を経て、基本方針等を

見直す。 

・ JST は、研究開発計画の変更が必要な場合は、文部科学省に報告する。

文部科学省は、その必要に応じて、革新的GX技術開発小委員会の助言

を受ける。 

 

（２）研究開発テーマ等の設定 

各研究領域ごとに、将来的に、GHG 削減効果・経済波及効果に対して量的な貢

献が期待でき、産業界の抱えるボトルネックの解決と、それによる研究開発等

への投資拡大への貢献が期待できる技術課題を特定した上で、科学的にも優れ

たものであり革新性があるか、国内のアカデミアからの独自性のある貢献が期

待できるか等の観点から研究開発テーマを設定する。その際、本事業が革新的

な技術シーズ創出に向けた研究開発を実施するものであることを鑑みると、例
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えば、 

① 企業が社会実装をする際に解決が必要なサイエンスの課題（短期） 

② 早期の実用化が期待できる革新技術であり大学での基盤研究が必要な課

題（中期） 

③ 従来原理・システム等を革新し飛躍的な性能実現等が期待できる課題

（長期） 

といった、企業の技術開発への短期的な貢献のみならず中長期的視野で研究開

発を進めることが重要である。 
JST は産業界における具体的な技術課題の解決ニーズと、アカデミアの有す

る優れた研究シーズのすり合わせを行い、実施すべき研究開発テーマの明確化

を図るとともに、事業開始後は、国内外の産業動向や研究動向、企業の投資意

欲等を踏まえ、技術課題や研究開発テーマ等の見直しを行い、必要に応じて研

究開発計画等に反映を行う。 
本事業では、技術的な予見性が必ずしも確実ではないフェーズを対象とする

ため、研究者側からの独創性の高い提案の確保を担保するとともに、複数の技

術候補やアプローチを並行して進め、順次、技術的な見極めを行っていくこと

も重要である。加えて、研究開発は基礎から実装と直線的に進展するとは必ず

しも限らないため、基礎と応用の間で、柔軟に行き来する必要がある点も留意

が必要である。 
 

＜研究開発期間＞ 

 各研究課題の性質（上記①～③）に応じて３～５年程度から最長で１０年の

適切な標準研究開発期間を設定する。なお、標準研究開発期間の長短によらず、

後述する３年目、５年目のステージゲート審査において、当該研究開発の継

続・見直し・中止について厳格に判断する。 
なお、むやみに本事業における研究開発期間を引き延ばすことはせず、研究

開発成果の早期社会実装を促すことを大前提とする。 

 

＜支援対象＞ 

本事業は、技術成熟度の低い革新的な技術を、企業等が本格的な投資判断が

できるレベル 8までに引き上げることを目的とし、将来的な社会実装の担い手

として様々な可能性を広げるため、原則として研究開発開始時にはオープンイ

ノベーション型による研究開発を支援する。したがって、主な支援対象は大

学・国立研究開発法人等 9とするが、早期の社会実装を目指すために必要な場

 
8 本事業で扱う技術の対象は TRL 1~3程度を想定している。  
9 この他、共同利用機関法人・高等専門学校等を想定。 
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合は、大学等のアカデミアを中心とした将来の技術シーズ創出という本事業の

趣旨を逸脱しない範囲で、クローズ型での共同研究の候補や社会実装の担い手

等になりうる技術研究組合や企業等の参画も可能とする。なお、新たな産業を

創出するには、スタートアップ等も社会実装の担い手として重要であることに

留意する。 

また、我が国の産業競争力強化の観点から、我が国の技術の国際競争力や海

外における類似の研究開発動向を分析した上で、国内経済への波及効果が期待

される場合には、海外の先端技術の取り込みや国際共同研究を推進する。他方

で、本事業の研究開発成果の社会実装に際しては、国内産業への十分な付加価

値の創出、国外への技術流出リスク等について十分に留意する。 

これらの研究開発費に加えて、本事業による研究開発成果の将来的な GHG 削

減への効果や市場への影響度を的確に把握するための調査や新たな研究開発要

素の探索のための調査研究を同時に行うことを推奨する。 

加えて、研究開発費の効果的・効率的執行の観点から、研究開発の初期段階

から事業全体として整備しておくことが望ましい設備の整備・共用、大型放射

光施設等(SPring-8, J-PARC, NanoTerasu等)の活用や計算・データ基盤等の活

用、実験の自律・自動化等の新たな研究手法の導入を積極的に推進する。 

 

（３）研究課題選定の観点 

 本事業の趣旨を鑑み、JST は以下の観点に留意しつつ研究課題の選定を行な

う。また、本事業の成果を最大化する上で有効と判断される場合には、提案さ

れた研究課題等の見直しや再編等を行う。 

・ 研究課題が、GHG 排出削減と産業競争力強化・経済成長に大きく貢献し

得る技術の創出及び社会実装に向けて高い実現可能性を有すること。 

・ 研究開発計画等が示す技術課題の解決に向けた計画であること。 

・ 従来技術の延長ではない挑戦的な技術内容であり、科学技術の飛躍的な

発展を見込めること。 

・ 国内外の研究開発動向を踏まえ、提案が優位性、独自性を有すること。 

・ 将来的な社会実装の担い手となる企業等の具体的なニーズを踏まえるな

ど、目標達成を見据えた実効的な計画であること。 

・ 研究開発体制において、各要素技術が有機的に結びついて、革新技術を

創出することを目指した一機関に閉じないオールジャパンの横断的なチ

ーム体制となっていること。また、異分野の研究者を巻き込む等、研究

開発体制が新たな技術課題に対応できること。 

・ 研究代表者が目標達成に向け、リーダーシップ及びマネジメントを発揮

できること。 
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・ 研究開発成果、研究開発データ、知的財産権等が有効に活用・展開でき

る体制であること。 

 

（４）ステージゲート評価の実施 

本事業を効果的・効率的に実施するためには、その取組状況を定期的にモニ

タリング・評価し、開発目標の達成が事業期間中に困難と判断される場合には

研究課題等を見直し、早期の社会実装に向けて取組を加速する場合には支出を

前倒す等の対策を講じることが重要である。このため、本事業では PD/PO 及び

産学の外部委員によるステージゲート評価を実施する。 

研究課題の性質に応じて、ステージゲート評価を行う年度を設定する。基本

的には事業開始から３年目、５年目にステージゲート評価を実施することとし、

事業の中止・見直し・加速・強化等について判断する。評価の実施に当たって

は、直近の研究進捗のみならず、将来的な市場開拓・投資誘発の可能性や、技

術の革新性、実現可能性、国際競争力等の多角的観点から評価を行う。採択当

初の「チーム」を大前提とはせず、他の研究組織等との連携による新たな結合

が期待される場合等は、必要に応じて公募等の方法により、各領域内のチーム

構成の見直し等を行う。 

また、JST はステージゲート評価等の結果について、逐次、文部科学省に報

告するとともに、事業５年目を目途に事業全体の評価を行う 10。 

 

（５）効果的な研究開発の推進 

＜DXの推進＞ 

 研究開発の世界でも自動化・自律化が急速に進展している。特に、本事業で

対象とする領域において国際競争が激化する中、基盤となる研究開発の効率を

高める取組は極めて重要である。したがって、本事業では、既存の研究手法を

革新する研究 DX等の「新たな研究手法」の導入をサイバー、フィジカル、また

はその組み合わせにより積極的に推進する。  

JST は、各領域において、研究の DX 化を進める上での方策を検討し、データ

運用の在り方に係る方針を定め、適宜見直し等を行う。 

 

＜共用の推進＞ 

本事業を実施するにあたり、例えば、大型の設備や、各領域の研究開発推進

 
10 国の研究開発プログラムは、「国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成 28 年 12 月

内閣総理大臣決定）」に基づき、外部の専門家を活用した、開始前評価、中間評価、終了

時評価、追跡評価を行い、必要な見直しを講じて、効率化を図ることとされている。 
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に効果的な設備で全国的な利用ニーズは高いが一機関においては使用頻度が限

られる設備、管理・運用経費が高額の設備等については、中核となる機関に技

術職員等の十分なサポート体制を整備し運用を行う等、参画機関間の相互扶助

のネットワークを形成することが望ましい 11。また、各領域間で、共通の設備

等の利用が見込まれる場合には、領域横断での使用方策について検討を行う。 

 

＜各領域間の連携＞ 

各領域においては、共用の促進やデータ利活用等も含めて共同で実施するこ

とにより、研究開発の新たな展開が期待できる局面も予想される。したがって、

PD/PO は各領域横断の取組が必要と判断した場合は領域横断のチームを編成す

ることも可能とする。 

 

＜JST関連事業との連携＞ 

 JSTでは未来社会創造事業（「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域）

を実施している他、令和５年度からは戦略的創造研究推進事業「ALCA-Next」

を開始することとしている。これらの事業のうち、本事業と関連する領域につ

いては、国内の研究リソースを有効に活用する観点から、実効的な連携体制を

構築することを推奨する。また、産学連携やスタートアップ創出の観点から

も、必要に応じて、JST事業間の連携を推奨する。 

 

（６）成果最大化や早期の社会実装に向けた仕組み  

＜オープン・クローズ戦略＞ 

本事業は大学等における基盤研究を推進するものであるため、研究成果は原

則として公開とする。一方で、本事業によるいわゆる「協調領域」での研究開

発支援から、企業等における「競争領域」での技術開発へと移行することも見

据えた事業運営を図ることが極めて重要である。 

したがって、JSTは、将来的な社会実装や企業参画等を見据えたオープン・

クローズ戦略を各領域ごとに策定する。また、各領域における研究開発は、我

が国の産業力強化や研究力強化に大きな影響を及ぼすことから、企業との共同

研究等への進展が期待できる研究課題、研究開発段階（ステージゲート評価）

に応じて、研究成果やデータの共有範囲等について方針を策定し、PD/PO等に

よる判断の下、適切なマネジメントを行う。 

 

＜ステージゲート評価の活用＞ 

 
11 「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン（令和４年３月）」等を踏まえて設

備等の共用を推進する。 
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成果最大化及び、早期の社会実装を促進するために、ステージゲート評価を

積極的に活用する。ステージゲート評価にあたっては、アカデミアの関係者に

よる技術的な進展の評価に加えて、適宜、NEDO や企業等の関係者の協力を得て、

社会実装可能性の観点等からも評価を行う。その際、手前の研究進捗のみなら

ず、今後の研究進捗の余地や、当該技術が持つ将来的な市場開拓・投資誘発の

可能性等の観点から総合的に評価することにも留意する。 

 

＜研究成果の展開＞ 

社会実装を促すため、JST は、事業実施中に、研究開発成果の発信、研究開

発成果の利用に関心を有しうる企業等との意見交換や具体的なニーズの抽出、

各研究課題における企業等との具体的な連携策の検討等を積極的に行い、その

結果を研究開発内容にも適宜反映する。また、JST は実用化を見据えた戦略的

な特許取得等を推進するとともにそのための支援体制を構築する。また、本事

業の参画者がスタートアップの設立等により、本事業の研究開発成果を活用し

ようとする場合には、JST は、プロジェクトの実施者に対して、企業等への知

的財産権の実施許諾等の支援を積極的に推奨し、早期の社会実装を図る。 

 

＜知的財産の取り扱い＞ 

 本事業が将来的な社会実装を目指した事業であること、可能な限り国内企業

等の国内産業の振興を目的としていること、大学等における基盤研究事業であ

ること等を踏まえつつ、企業等が早期の社会実装を目指すにあたって知的財産

権の問題が障害とならないよう JST は、各領域ごとに、将来的な事業化を念頭

に置き、事業の研究開発成果の展開シナリオ等を検討した上で、あらかじめ本

事業に係る知的財産の取扱方針を定め、適切に運用を行う。 
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３．事業実施体制 

（１）PD/PO等の役割 

 JST は本事業全体の審査・実施・評価等を行う総括責任者として PD を任命す

る。また、各領域における責任者として同じく PO を任命し、PD・PO の連携の

下、事業の審査・進捗管理等を実施する。PD/PO の裁量の下、各領域における

研究の実施状況や産業動向、技術動向を適切に取り入れながら機動的に研究課

題やチーム体制の見直しを実施する。また、研究進捗の把握や研究実施方針の

検討、社会実装に向けた検討等のために、PD/PO は各研究チームの研究代表者

等からなる会議を設置し、研究実施者との定期的な意見交換を行う。 

PD/PO は、当該領域に係る科学的見識を有するとともに、競合技術、補完的

技術、領域全体でのバリューチェーン、その中での各技術の相対的な位置関係

や国内外の動向にも精通し、事業運営にあたって前例踏襲を前提とせず新たな

技術課題に挑戦するための厳格な判断やマネジメントができる者であることが

望ましい。一方で、こうした様々な能力が求められる PD/PO が本事業のマネジ

メントに注力できるよう、JST は、これを補佐する体制を整備する。各審査や

評価、運営にあたっては、PD/PO に加えて産学の有識者の協力を得る等、多角

的な観点を確保する。 

また、本事業の継続性を担保するために PD/PO は一定期間継続して任にあた

ることが望ましいが、事業進捗管理上改善が必要な場合ややむをえない事情が

ある場合等において、JSTは適宜見直しを行う。 

 

（２）資源配分方針 

以下の（ア）～（ウ）の評価軸等の下、PD/PO は、優先順位付けを行い、戦

略的に研究課題のポートフォリオを構築し、PD が事業全体の資源配分について

決定し、PO が各領域内での資源配分について PD との合意の下、決定する。各

領域の規模は、国費投入の必要性等を精査した上で、真に必要な額に限る。 

(ア) GHG削減効果・経済波及効果に対して量的な貢献が期待できるか 

(イ) 産業界の抱える技術課題解決とそれによる研究開発等への投資拡大へ

の貢献が期待できるか 

(ウ) 科学的にも優れたものであり革新性があるか 

PD/PO は採択審査やステージゲート評価等にあたっては、各領域において産

学の有識者からなる会議体を設置し、審査にあたっての助言を得る等、第三者

的な公平性も担保する。但し、その際に合議制による曖昧な判断に陥ることが

ないよう留意する。 

各研究課題の開始後においては、研究の進捗や外部環境の変化に応じ、ステ

ージゲート評価等を活用し、機動的に各課題の予算額を変動させる等、不断の
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見直しを行う。 

 

（３）有機的な「チーム」の構築 

本事業では、単に「バーチャル」ではなく、革新的な技術の社会実装に向け

て採択された研究開発者同士が研究開発実施上の実質的な連携を行う「チーム」

型の研究開発 12を支援する。大学等における研究開発は専門性の深化故に、縦

割りになる傾向があるが、本事業においては、研究室や研究者のそれぞれの強

みを生かしつつ、それが単に基礎研究に留まらず、基礎と実用化研究が止揚す

るような有機的研究体制を構築する。その際、前述の審査の観点で記載のとお

り、既存の研究グループの延長ではなく、これまで各領域に関連する研究や研

究グループには参画していなかった研究者も参画する等、多様性のあるチーム

を構築し、新たな課題に挑戦していくことを推奨する。また、同時に、本事業

が早期の社会実装を目指すものであることを鑑みると、研究開発成果を社会実

装に結び付ける企業等のニーズを抽出・反映し、必要に応じて連携が不可欠で

ある。したがって、大学等のアカデミアを中心とした将来の技術シーズ創出と

いう本事業の趣旨を逸脱しない範囲で、企業の参画も可能とする。採択当初の

チームを前提とはせず、研究の進捗状況や技術動向等を踏まえて、チームの再

構築を行う。 

また、技術開発の推進とともに、LCA（ライフサイクルアセスメント）やシ

ステム評価、資源循環可能性といった観点から技術評価やシナリオ研究を同時

に行い、各技術目標の見直すことが必要である。 

 

（４）海外連携 

 各領域において、国内でのアカデミアによるネットワークを構築していく 13

とともに、同志国になる諸外国の大学や研究機関にも、相互に行き来し、日本

の若手の研究者が海外でも武者修行できる環境づくりも重要である。本事業が、

グローバルなネットワークの核になっていくことを目指し、我が国の強みと相

補的な研究開発成果や技術等を有する海外のトップレベルの研究機関との戦略

的な連携を促進する。高い技術を持ちながら、実証や標準化、市場導入で後れ

を取ることにならないよう、本事業においても、国際的な視野に立った研究開

発を推進する。 

 

 
12 ALCA-SPRING事業では、最終的に 4チーム、40機関、70研究室の構成。 
13 「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確

保に係る対応方針について（令和３年４月）」等を踏まえ、研究インテグリティの確保に

は留意する。 
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（５）若手の積極的な参画・育成 

 2050 年に活躍する人材を育成することは、本事業の役割の一つである。将来

を担う人材として、大学院生、学部学生を意識啓発することも重要である。ま

た、特に、博士人材を含め我が国の将来の産業界やアカデミアをけん引するこ

とが期待される研究者・技術者等を、本事業で対象とする領域において育成し

ていくことも必要である 14。そのため、研究実施にあたって中心的なポジショ

ンや研究開発の方向性を検討する場等への若手研究者の参画、本事業への博士

課程学生等の参画を奨励する。 

 

（６） 事業の成果発信 

JST はオープン・クローズ戦略をふまえ、シンポジム、HP 等を通じて、国内外

に本事業の研究開発成果を情報発信し、事業者間連携や国際連携につなげる。

その際、国民から見て分かりやすい形で本事業の意義や目標をアピールし、研

究開発成果の社会への波及効果等について積極的に広報を行う。 

 

  

 
14 ALCA-SPRING（蓄電池）では 10 年間でのべ約 120人の博士号取得者を輩出。 
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４． その他  

（１） 基本方針・研究開発方針の見直し 

文部科学省は、本事業の進捗状況等を踏まえて、必要がある場合には、革新

的 GX技術開発小委員会の審議を経て、本基本方針、研究開発方針を柔軟に見直

す。 

 

（２） 研究開発計画の見直し 

JST は、本事業の進捗状況等を踏まえて、事業方針に大きな変更がある場合

には、改定する研究開発計画を文部科学省に報告する。 

 

（３） 利益相反の取扱い・秘密保持 

革新的 GX技術開発小委員会の委員は、自身が本事業に研究代表者として申

請することはできない。JSTが任命する PD/PO及び審査委員は、JST の利益相

反の規定に則り、適正に選考、評価を実施するものとする。また、JSTは機密

情報の取り扱い方針を定めるとともに、全ての関係者は、本事業に関与するこ

とで知り得た機密情報は、正当な手続きを経ることなく本事業の目的以外に利

用してはならない。 

 

（４） 事業の執行について 

 JST は、事業の執行にあたっては、より多くの優れた研究成果を創出する観

点から、研究資金の使い勝手が向上し、研究者は的確 に研究資金を活用し、研

究により専念できることを念頭に置きつつ、「競争的研究費における各種事務

手続き等に係る統一ルールについて（令和３年３月）」等に基づき、適切に事

業執行を行う。 

 

（５） 資金運用方法 

基金の管理については、資金の安全性と資金管理の透明性が確保される方法

により行うものとする。 


